
 

 

 

 

 

 

 

 

区立障害者通所施設利用時間外活動支援事業の実施について 

 

１ 主な経緯 

 平成２４年４月に改正された児童福祉法（以下「法」という。）に伴い、就学している障害児を対

象として、授業終了後又は休業日に通所施設において生活能力の向上のための必要な訓練及び社会と

の交流の促進等の必要な支援を提供する放課後等デイサービスが創設された。法改正以降、全国的に

当該サービスの利用者が増加し、本区においても放課後等デイサービスの利用決定者数は２６６人

（平成３０年度実績）に達している。 

当該サービスの提供時間は、概ね午後５時から午後６時頃で終了しているが、区立障害者通所施設

における支援サービスの提供時間は、生活介護で午後３時３０分、就労継続支援Ｂ型では午後４時で

終了している。このため、数年にわたり養護者の就労を継続できるよう障害者団体や家族会等から通

所支援の活動時間の延長を求める要望がある。 

こうした状況を踏まえ、障害者通所支援事業終了後における障害者の活動の場を確保するとともに、

共働きやひとり親等の障害者世帯の就労を支援することを目的として、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律第７７条に基づく地域生活支援事業の日中一時支援として、指定管

理者による区立障害者通所施設利用時間外活動支援事業を令和２年９月から実施する。                             

 

２ 事業の概要 

（１）対象施設及び実施事業者（指定管理者） 

区立大橋えのき園（社会福祉法人 目黒区社会福祉事業団） 

区立目黒本町福祉工房（社会福祉法人 いたるセンター） 

（２）事業開始  

令和２年９月 

（３）実施日及び実施時間 

月曜日から金曜日（祝日及び年末年始を除く） 午後３時３０分から午後６時まで 

（４）利用定員  

各施設１日あたり１０名 

（５）利用者負担 

   １日あたりの利用で４００円とする。（但し、生活保護世帯及び非課税世帯は免除） 

（６）利用要件  

  ア 区立障害福祉施設の生活介護又は就労継続支援Ｂ型事業の利用者 

イ 移動支援等による他の障害福祉サービスの対応が困難である者 

ウ 養護者の就労により、日中において利用者の介護・見守りを行うことができる者がいないた

め支援が必要である者 

※令和２年度は、平成３０年度及び令和元年度の特別支援学校卒業者を対象に実施する。 

 

３ 今後の予定 

  令和２年 ６月   第２回区議会定例会に目黒区立福祉工房条例の一部を改正する条例議案の提出 

       ７月  利用希望者の施設体験利用、施設利用調整等の事業準備 

９月  事業開始 

以  上  
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令 和 ２ 年 １ 月 ８ 日 
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